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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促 
進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 

H
6
・
8

完
全
施
行

H
13
・
1

完
全
施
行

H
13
・
4

完
全
施
行

H
13
・
4

完
全
施
行

H12.4 
完全施行 

H13.4 
完全施行 

H14.5 
完全施行 

H13.5 
完全施行 

H17.1 
完全施行 

容器包装の製造・利用事業者などに、分別収集された
容器包装のリサイクルを義務づけ 

特定家庭用機器再商品化法 
（家電リサイクル法） 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する 
法律 （建設リサイクル法） 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する 
法律 （食品リサイクル法） 

使用済自動車の再資源化等に関する法律 
（自動車リサイクル法） 

家電製品（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）
の製造・販売事業者などに、廃家電製品の回収・リサイクルを義務づけ 

建設工事の受注者などに、建築物などの分別解体や建設廃棄物
のリサイクルなどを義務づけ 

食品の製造・販売事業者、レストランなどに、食品残さの発生
抑制やリサイクルなどを義務づけ 

自動車の製造・引取・解体業者などに、使用済自動車のリサイク
ルなどを義務づけ  

H25.4 
完全施行 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に
関する法律 （小型家電リサイクル法） 
使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることに
より、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る
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第8章 廃棄物・資源循環

　物質の流れが「廃棄」への一方通行で、廃棄物処理に新たな資源を投入するこれまでの社会システ
ムを改め、環境負荷を低減することが求められています。このため、廃棄物の発生抑制とともに、廃
棄物を資源と捉え、生産工程へ原材料などとして循環利用する、また資源化できないものは適正な焼
却により熱回収を図るなどの取り組みによって環境負荷を最小化し、資源循環の輪を構築していくこ
とが必要とされています。

３R（減量化、再使用、再利用）の推進

循環型社会形成のための施策体系　循環型社会の形成に向け、法整備が進められてきました。

滋賀県廃棄物処理計画
　廃棄物の減量や不適正処理の防止など、廃棄物をめぐる
課題は、県の環境問題の最重要課題の一つです。
　そのため、廃棄物の処理を適正に行うことはもとより、
何よりもごみを出さない、出てしまったごみは資源化する
ことにより有効利用を図り、環境への負荷を低減していく
循環型社会の構築に向けた取り組みを、県民、事業者、市
町、県がそれぞれの役割と責任のもとに、着実に実践して
いくことが重要です。
　これらの基本的事項をとりまとめた「第三次滋賀県廃棄
物処理計画」を平成23年（2011年）８月に策定し、こ
うした取り組みを進めているところです。

◆第三次滋賀県廃棄物処理計画の概要
（計画期間：平成23年度～27年度） 

今後の方向性

廃棄物の排出抑制や再使用に重点をおく３Ｒ取組のステップアップにより
持続可能な滋賀社会づくりを進める

取組の目標（平成27年度）

○ 排出抑制やリユースを促進する手法やごみ減量・温室効果ガスの削減等の
情報の提供と活用の推進（「見える化」取組）

○ マイバッグ持参率８０％
○ 市町ごみ焼却施設の更新計画において発電等熱利用の計画を設定
○ 県許可に係る全ての廃棄物処理施設や処分業者に毎年度立入検査を継続
○ 産業廃棄物の不法投棄等の発生年度内における解決率８０％以上を継続 等

３つの基本方針

１．日常生活や事業活動をさらに省資源・循環型に転換し、出てからではなく出
る前での廃棄物の減量を進めるリデュース(排出抑制)やリユース(再使用)を促
進する
２．温室効果ガスの削減につなげるため、３Ｒ取組とりわけリデュースや省エネ・
熱利用型の処理を促進する
３．循環型社会を支える廃棄物の適正処理の徹底を図る

減量の目標（平成27年度）

○ ごみの1人1日当たりの排出量を９１０ｇに （H２０；９３８ｇ）
○ ごみの1人1日当たりの最終処分量を９５ｇに（H２０；１１０ｇ）
○ 産業廃棄物の最終処分量を１０万ｔに （H２０；１１.２万ｔ）
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リサイクル製品認定制度
　（ビワクルエコシップ） 〈循環社会推進課〉

　各種リサイクル法が施行され、
企業ではゼロ・エミッションの取
り組みが始まっていますが、一方
で再生資源の利用が難しいなどの
課題があります。リサイクル製品
認定制度は、循環資源（廃棄物や
製造過程で発生する副産物）から
作られるリサイクル製品を県が認
定することにより、県民などに利
用促進を図るとともに、県自らが
公共事業などを通じて率先利用に努めようとするもので
す。平成17年（2005年）８月に第１回目の認定を行い、
平成24年（2012年）12月20日現在でコンクリート二
次製品、改良土、堆肥などの230製品をリサイクル製品
として認定しています。
　この制度の運用により、グリーン購入の推進や優れた技
術を持つ優良企業の育成、県内産業の育成・振興を図るこ
とが期待されます。

買い物ごみ削減への取り組み
⇒４ページ巻頭特集に記載

家畜排せつ物の現状と対策 〈畜産課〉

　県内での家畜排せつ物の発生量は、平成24年度畜産経
営環境保全実態調査によると、乳用牛が66千t/年、肉用
牛が158千t/年、豚が11千t/年、鶏が28千t/年で、合計
264千t/年となっています。これらの排せつ物は土づく
りのための有機質資材として、農産物や飼料作物などの生
産に利用されていますが、環境汚染につながらないよう適
切な処理を行うことが必要です。
　県では、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
に関する法律」により、「家畜排せつ物の利用の推進を図
るための計画」を策定し、畜産農家に対しては適切な管理
を行うよう啓発指導を継続しています。また、資源循環型
農業を推進するうえで、畜産農家と耕種農家との連携は特
に重要と考えられることから、家畜排せつ物の良質な堆肥
化処理と併せて、地域環境に配慮した有機質資源の循環を
図るための施策を推進しています。

廃棄物の適正処理の確保 〈循環社会推進課〉

滋賀県産業廃棄物税条例
　平成15年（2003年）３月に、事業所からの産業廃棄
物の資源化などを進めることを目的として、「滋賀県産業
廃棄物税条例」を制定しました。納付された税を産業廃棄
物の発生抑制や再生利用、適正処理などを図るための費用
に充てることで循環型社会づくりへの取り組みを一層推進
していきます。
　産業廃棄物税は、県内の中間処理施設または最終処分場
に産業廃棄物を１年間に500tを超えて搬入した事業者が
申告納付するもので、平成24年度の税収額は、約4,324
万円となっています。

◆産業廃棄物税の課税対象と申告納付

◆廃棄物の分類

一般廃棄物と産業廃棄物
　廃棄物には、家庭や事業所から発生するごみやし尿など
の「一般廃棄物」と、工場などの事業活動に伴って発生す
る廃プラスチック類、廃油、汚泥などの「産業廃棄物」が
あります。
　一般廃棄物については市町の責任、産業廃棄物について
は事業者の責任で適正に処理することとなっています。

一般廃棄物対策の推進
　平成23年度のごみの排出量は454千t、１人１日あた
りの排出量は887gとなっており、平成17年度以降は減
少傾向となっています。
　また、総資源化量は86千t、埋立量は50千tとなってい
ます。今後も、循環型社会を形成していくため、ごみの減
量化を推進し、リサイクルを一層進めていく必要がありま
す。

◆ごみ処理の状況（平成23年度）

し尿

ごみ

物
棄
廃
般
一

物
棄
廃
業
産

特別管理
一般廃棄物

特別管理
産業廃棄物

燃え殻など
2 0 種 類

家庭系ごみ

浄化槽汚泥

生　し　尿

事業系ごみ

一般家庭の日常生活に伴って生じ
た廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物で
産業廃棄物以外のもの

爆発性、毒性、感染性等の性状を有する
一般廃棄物で、政令で定めるもの

爆発性、毒性、感染性等の性状を有する
産業廃棄物で、政令で定めるもの

事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律
・制令で定めるもの

廃
　

棄
　

物

※残さ焼却　

焼却 343
資源化等 33
その他 1
粗大ごみ破砕 26

19

集団回収量

26千t

直接再生利用量

直接最終処分量
7千t

〈8千t〉

総発生量

454千t

〈455千t〉 〈26千t〉

計画処理量
428千t

〈428千t〉〈455千t〉

中間処理量
403千t

処理残さ量

総資源化量

86千t

総排出量
454千t

（100.0%）

（1.6%）

処理後再生利用量
35千t

〈35千t〉
（8.3%）

処理後最終処分量
43千t

〈44千t〉
（10.1%）

（100.0%）
〈395千t〉
（94.3%）

25千t

〈25千t〉

〈86千t〉

〈60千t〉

〈52千t〉

（5.8%）

自家処理量
0千t

〈0千t〉
（0.0%）

減量化量

再生利用量
60千t

（14.0%）

最終処分量
50千t

（11.7%）

2. 中間処理量は一次処理のみの合計で残さ焼却量は含まない。
※1. 〈　〉内の数値は平成22年度値

325千t

〈316千t〉
（76.0%）

78千t

〈79千t〉
（18.2%）
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第２部

◆ごみ排出量および１人１日あたりのごみ排出量の推移

産業廃棄物対策の推進
　平成23年度における産業廃棄物の総排出量は3,763千
tとなっており、前年度に比べ増加しています。このうち、
建設業からの排出が最も多く、次いで水道業、製造業となっ
ています。
　産業廃棄物のより一層の適正処理の推進を図るために、
平成21年（2009年）４月から「滋賀県産業廃棄物の適
正処理の推進に関する要綱」を施行しました。この要綱に
基づき産業廃棄物処理業の許可審査や処分業者などへの立
入検査の強化、的確な行政指導や厳格な行政処分などを
行っています。
　また、最終処分場などの処理施設の設置が困難となって
いることから、産業廃棄物の排出抑制や再生利用を進める
とともに、処理施設の確保に努めていくことも必要です。

◆産業廃棄物焼却施設および最終処分場数
（平成25年（2013年）３月末）

自社 処理業 計
焼  却  施  設 ５ （５） 13（12）18（17）
管理型最終処分場 ２ （０） ２　（１） ４　（１）
安定型最終処分場 ４ （４） 11 （７） 15（11）

（　）内は、稼働中の施設数

◆産業廃棄物の総排出量の推移（平成23年度）

自動車リサイクルの推進
　平成17年（2005年） １月から施行された自動車リサ
イクル法に基づき、使用済自動車に係る廃棄物の減量化や
再生資源などのリサイクルの徹底を図っています。
　この法律では、自動車の所有者にリサイクル料金の負担
を求めるとともに、自動車製造業者に使用済自動車に係る
フロン類の回収や破砕後のシュレッダーダストの適正処理
を義務づけています。

◆ 自動車リサイクル法に基づく登録・許可を受けた引取
業者等件数

業　　種 県内登録・許可件数
引　　取　　業 　　527
フロン類回収業 　　157
解　　体　　業 　　　61
破　　砕　　業 　　　11

平成25年（2013年）３月末

容器包装リサイクルの推進
　家庭ごみの約６割（容積比）が容器包装ごみだといわれ
ています。このため、分別収集に取り組んでリサイクルを
進める必要があります。
　本県では、平成22年（2010年）８月に第６期滋賀県
分別収集促進計画を策定しました。この計画は、県内市町
における容器包装廃棄物の分別収集計画を取りまとめたも
のです。それによると、今後、その他プラ製容器包装、段
ボールなどで、分別収集が進み、収集量については、どの
分別物についても増加する見込みとなっています。

◆第６期滋賀県分別収集促進計画における分別収集実施
　予定市町数

平成25年３月末
実施状況

23年度～
27年度

無色ガラス製容器 19 19
茶色ガラス製容器 19 19
その他ガラス製容器 18 18
その他紙製容器包装 1 1
ペットボトル 19 19
その他プラ製容器包装 19 19

うち白色トレイ 12 12
スチール製容器 19 19
アルミ製容器 19 19
段ボール 14 15
紙パック 14 14

 

（年度）
平

総排出量

一人一日あたりのごみ排出量

50.3 50.5

49.3 47.5 46.5

45.5

1,010 1,004

977

938
918

896 887

45.4

17 18 19 20 21 22 23

ご
み
排
出
量（
県
全
体
）

１
人
１
日
あ
た
り
の
ご
み
排
出
量（
ｇ
／
人
・
日
）

50

52 1050

1000

950

900

850

800

48

46

44

42

40

38

1322

1084

346

736

327

29

1223

1212

320

870

318

63

1173

1154

318

932

310

93

1159

1123

360

954

301

141

1198

1080

358

966

302

138

1070

1027

358

970

310

155

1041

1030

294

947

294

128

1033

907

323

924

292

118

917

1127

359

951

281

128

3,844 4,006 3,980 4,038 4,042
3,890 3,734 3,597

3,763

量
出
排
総

その他

農業

水道業

鉱業
建設業
製造業

12 16 17 18 19 20 21 22 23平 （年度）

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（千t/年）

※注釈
ごみの総排出量の定義は平成17年度実績より「収集ごみ
量+直接搬入量+自家処理量」から「収集ごみ量+直接搬
入量+集団回収量」に変更となりました。

64 滋賀の環境201364

第
8
章
廃
棄
物
・
資
源
循
環



不法投棄対策の推進
　産業廃棄物の不法投棄など不適正な処理は跡を絶たず、
人目につかない場所・時間帯での不法投棄、あるいは、埋
立・造成工事に廃棄物を混入するなど、その手口は悪質・
巧妙化しています。
　こうした不法投棄などの未然防止や被害拡大の防止のた
めには、早期に発見し、迅速かつ厳正に対応するとともに、
特に、行為者の摘発など効果的で即応性のある取り組みを
推進する必要があります。
　本県では、平日に加えて休日や早朝・夜間のパトロール
を実施し、市町や警察などとの連携や地域住民の協力を得
ることにより、早期発見・早期対応に努めています。また、
ヘリコプターを使った空からの調査や毎年10月を不法投
棄防止強調月間として定め、広報車による啓発活動や近隣
府県と合同で産業廃棄物運搬車両の路上検査を実施するな
ど不法投棄の撲滅を図っています。
　こうした取り組みにより、住民や事業者の方々の協力を
得て、不法投棄されない地域づくりを推進しています。

◆不法投棄等の新規発生件数
 

クリーンセンター滋賀の運営
　（財）滋賀県環境事業公社が甲賀市に整備した公共関与
による産業廃棄物管理型最終処分場「クリーンセンター滋
賀」が、平成20年（2008年）10月より稼働しています。
　本施設は、廃棄物の適正処理や企業立地のための産業基
盤の確保、大規模災害時の対応などの観点から整備を行っ
たものであり、遮水工の四重化や破損検知システムの導入
など高い安全性と信頼性を確保しています。
　住所：甲賀市甲賀町神645　
　電話：0748－88－9191

WEB http://www.shiga-kj.com/ 

RD最終処分場問題対策の推進
　（株）アール・ディエンジニアリング（平成18年度に破
産）が栗東市小野に設置した産業廃棄物最終処分場跡地に
おいて、産業廃棄物の不適正処理に起因して周辺地下水の
汚染その他の生活環境保全上の支障等が生じている問題に
ついて、県は、必要な調査を行うとともに、行政代執行に
より対策工事を進めるなど、解決に向けた取り組みを行っ
ています。
　この生活環境保全上の支障等については、平成11年
（1999年）に硫化水素ガスが発生して以来、県は事業者
に対して改善命令や措置命令を発して是正を命じてきたも
のの、事業者の破産により命令の履行の見込みがなくなっ

たことから、平成18年以降、行政代執行による対策の実
施に向けて対策案を検討しました。
　この対策案については、長らく地元住民との合意は得
られませんでしたが、平成22年（2010年）以降、県は、
環境省からの助言も踏まえて改めて有害物をできる限り除
去することを基本とする対策を検討し、地元住民との合意
の下、調査と工事を実施するに至りました。
　対策工事は、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等
に関する特別措置法」に基づく国からの財政支援を受けて
平成24年度に着手し、平成34年度まで実施するもので、
汚染原因物質の掘削除去や地下水への汚染拡散防止措置な
どを行っています。

WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/d/saisyu/

環境美化の推進 〈循環社会推進課〉

散在性ごみ対策の推進
　散在性ごみとは、ポイ捨てなどにより散在している空き
缶、ペットボトル、たばこの吸い殻などのごみのことです。
　散在性ごみの多くが、道路上に散乱するだけでなく、大
小の河川を通じて琵琶湖に
流れ込み、これらが湖辺の
ごみとなって美しい景観を
損なうなど、琵琶湖にも少
なからず影響を及ぼしてい
ます。
　このため、平成４年
（1992年）に「滋賀県ご
みの散乱防止に関する条
例（クリーン条例）」を制定
し、環境美化監視員による
監視・啓発活動など様々な
活動に取り組んでいます。
　また、「環境美化の日」（５
月30日、７月１日、12月
１日）を中心に、県内各地
で県民総参加による環境美
化運動を展開しています。

淡海エコフォスター制度
　道路や湖岸など公共的な場所の美化および保全のため、
県民、事業者などが公共の場所の一定区間を愛情と責任を
持って継続的にボランティアで美化清掃し、ごみの散乱を
防止することを目的とする制度で、平成12年度から始ま
りました。
　平成25年（2013年）３月末現在、451団体が知事と
の、13団体が市町長
との合意に基づき環境
美化活動を行っていま
す。なお、この名称は、
エコ（環境）とフォス
ター（育成する）を結
びつけ、「淡海」を冠
したものです。

平成24年度
ごみ減量化と環境美化に関
するポスター（最優秀賞）
辻　穂乃佳さん（滋賀大学
教育学部附属小学校５年）
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